




宮崎市及び東諸県郡綾町における連携中枢都市圏の形成に係る変更連携協約

宮崎市（以下「甲」という。）及び綾町（以下「乙」という。）は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の２第４項の規定に基づき、平成２７年３月２５日付

けで締結した宮崎市及び東諸県郡綾町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約に

ついて、次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線部で示すように変

更する。

変 更 後 現 行

（取組内容等）

第３条 甲が取り組む、又は甲及び乙が連

携して取り組む内容及び役割分担は、次

に掲げるとおりとする。

(１) 圏域全体の経済成長のけん引

イ 経済戦略の策定

(イ) 産官学金労言等が一体となっ

た経済戦略の策定及びフォロー

アップ

ａ 取組内容

圏域において、雇用の場を創

出し、地域及び企業のニーズに

合った人材を育成するとともに

、交流人口及び販路を拡大する

等、地域経済の活性化を図るた

め、産官学金労言等の代表者で

構成する協議会を設置し、意見

交換及び協議を行い、都市圏ビ

ジョンの策定及び施策のフォロ

ーアップ等を行う。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

産官学金労言等の代表

者で構成する協議会の事務

を担い、資料及び情報の提

供をはじめ、都市圏ビジョ

ン及びそれを構成する施策

並びにフォローアップ等に

（取組内容等）

第３条 （略）

(１) （略）

イ （略）

(イ) 産学金官民一体となった経済

戦略の策定及びフォローアップ

ａ （略）

圏域において、雇用の場を創

出し、地域及び企業のニーズに

合った人材を育成するとともに

、交流人口及び販路を拡大する

等、地域経済の活性化を図るた

め、企業、大学、研究機関、金

融機関、行政等の代表者で構成

する協議会を設置し、意見交換

及び協議を行い、経済戦略の策

定及び施策のフォローアップ等

を行う。

ｂ （略）

(ａ) （略）

企業、大学、研究機関、

金融機関、行政等の代表者

で構成する協議会の事務を

担い、資料及び情報の提供

をはじめ、経済戦略及びそ

れを構成する施策並びにフ



協議会の委員の意見を反映

する等、協議会の委員との

調整を図り、協議会の適切

な運営を行う。

(ｂ) 乙の役割

都市圏ビジョン及びそれ

を構成する施策並びにフォ

ローアップ等に協議会の委

員の意見を反映する等、甲

と連携しながら、協議会の

適切な運営を行う。

ロ 産業クラスターの形成、イノベー

ション実現、新規創業促進、地域の

中堅企業等を核とした戦略産業の育

成

(イ) 生産性の向上及び設備投資の

促進

ａ 取組内容

相互に関連する産業の集積を

図るため、農商工団体等と連携

しながら、企業の生産性の向上

及び設備投資を促進するととも

に、大学、研究機関及び金融機

関等と協力関係を構築し、新分

野への進出及び既存産業の高付

加価値化を図る取組を推進する

。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割 （略）

(ｂ) 乙の役割

関係機関等への周知及び

情報提供を行う等、甲及び

関係機関等と連携して取組

を進める。

(ロ) 創業者への支援

ａ 取組内容

新たなビジネス及び雇用を創

ォローアップ等に協議会の

委員の意見を反映する等、

協議会の委員との調整を図

り、協議会の適切な運営を

行う。

(ｂ) （略）

経済戦略及びそれを構成

する施策並びにフォローア

ップ等に協議会の委員の意

見を反映する等、甲と連携

しながら、協議会の適切な

運営を行う。

ロ （略）

(イ) （略）

ａ （略）

相互に関連する産業の集積を

図るため、農商工団体等と連携

しながら、企業の生産性の向上

及び設備投資を促進するととも

に、大学、研究機関及び金融機

関等と協力関係を構築し、新分

野への進出及び既存産業の高付

加価値化を図る。

ｂ （略）

(ロ) （略）

ａ （略）

新たなビジネス及び雇用を創



出するため、関係機関と連携し

、相談対応や融資などをはじめ

とした支援を行うことで、創業

の促進を図る。

ｂ 役割分担

(ａ) （略）

(ｂ) 乙の役割

関係機関の協力体制によ

り適切な創業支援を行うた

め、産業競争力強化法の創

業支援事業計画等に基づく

施策を甲及び関係機関と連

携して推進する。

ハ 地域資源を活用した地域経済の裾

野拡大

(イ) 人材育成・ネットワークづく

り

ａ 取組内容

国や県、その他関係機関と連

携して、チャレンジする人材の

育成に取り組むとともに、圏域

内外の多様な人や企業等に対し

、アイデア提案やマッチングの

機会などを創出し、新分野への

進出及び既存産業の高付加価値

化を図る。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

関係団体及び関係機関

と連携して人材の育成を図

るとともに、多様な主体が

つながる機会を創出する。

(ｂ) 乙の役割

住民への周知及び情報提

供を行う等、甲及び関係機

関等と連携して取組を進め

る。

出するため、地域産業を振興す

る事業の創業及び第二創業の促

進を図るとともに、ＩＴを活用

した取組を支援する等、創業の

促進を図る。

ｂ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

関係機関の協力体制によ

り適切な創業支援を行うた

め、産業競争力強化法の創

業支援事業計画等の策定に

ついて検討する。

ハ （略）

(イ) プランナー及びコーディネー

ター等の人材育成

ａ （略）

異業種間のマッチング等、圏

域の資源を有効に活用し、産業

の裾野拡大及び地域経済の活性

化を図るため、関係団体及び関

係機関と連携し、販売戦略等を

アドバイス及びコーディネート

できる人材の育成を図る。

ｂ （略）

(ａ) （略）

関係団体及び関係機関

と連携し、販売戦略等をア

ドバイス及びコーディネー

トできる人材の育成を図る。

(ｂ) （略）

住民への周知及び情報提

供を行う等、甲と連携して

取組を進める。



(ロ) 活力ある中心市街地の創出

ａ 取組内容

中心市街地エリアの価値を高

める土地利用の促進や、にぎわ

いと心地よい空間の創出に取り

組み、圏域の経済成長をけん引

するエリアとしての魅力向上を

図る。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

新たな都市計画制度の導

入や老朽建築物を対象とし

たリノベーションの推進に

取り組み、まちづくりに資

する民間投資を促進する。

また、安全・快適で居心地

が良く歩きたくなるウォー

カブルな人中心の道路空間

の環境整備を行う。

(ｂ) 乙の役割

甲及び関係機関等と連

携して、住民への周知及び

情報提供を行う。

ニ 戦略的な観光施策

(イ) 地域資源を生かした持続可能

な観光地域づくりの推進

ａ・ｂ （略）

(ロ) （略）

(ハ) 観光客受入環境の充実

ａ （略）

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

甲の観光資源の魅力を向

上させるとともに、二次交

通の充実、観光案内サイン

の整備及び日本人観光客や

外国人観光客の利便性を考

慮したソフト・ハード面か

(ロ) 中心市街地のにぎわいの創出

ａ （略）

商業の振興対策と並行し、中

心市街地の雇用拡大による新た

なにぎわいを創出するため、企

業誘致等を推進するとともに、

民間投資を促進する環境の整備

を図る。

ｂ （略）

甲の中心市街地における商業

の振興に努めるとともに、企業

誘致等によりＩＴ産業等の知識

産業の集積を推進し、異業種間

の連携及び新たな事業展開が図

られるよう、創業につながる環

境整備を行う。

ニ （略）

(イ) 宮崎らしさを生かした取組の

推進

ａ・ｂ （略）

(ロ) （略）

(ハ) （略）

ａ （略）

ｂ （略）

(ａ) （略）

甲の観光資源の魅力を向

上させるとともに、二次交

通の充実、観光案内サイン

の整備及び外国人観光客の

利便性を考慮した情報環境

の整備等を推進し、乙及び



らの受入環境の整備等を推

進する。

(ｂ) 乙の役割

乙の観光資源の魅力を向

上させるとともに、観光案

内サインの整備及び日本人

観光客や外国人観光客の利

便性を考慮したソフト・ハ

ード面からの受入環境の整

備等を推進する。

(ニ) インバウンドの誘客促進

ａ 取組内容

インバウンドの誘客を図るた

め、旅行前や旅行中、旅行後な

ど時系列に即した効果的なプロ

モーション及び情報発信等を行

う。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

地元の魅力を国外へ積極

的に発信し、関係団体等と

連携した訪日外国人観光客

数や観光消費額の増加に向

けた取組を推進する。

(ｂ) 乙の役割

乙の観光資源の魅力を向

上させるとともに、甲及び

関係団体等と連携し、周遊

を意識したモデルルートの

作成や情報発信を行う。

ホ その他、圏域全体の経済成長のけ

ん引に係る施策

(イ) 物流体制の整備

ａ 取組内容

高速道路、港湾、空港等を利

用した交通及び物流の状況や利

用者ニーズを適宜把握し、港の

整備促進や安定した物流体制の

関係機関等と連携して情報

発信を行う。

(ｂ) （略）

乙の観光資源の魅力を向

上させるとともに、観光案

内サインの整備及び外国人

観光客の利便性を考慮した

情報環境の整備等を推進し

、甲及び関係機関等と連携

して情報発信を行う。

ホ （略）

(イ) （略）

ａ （略）

高速道路、港湾、空港等を利

用した交通及び物流の現状を分

析し、課題を解決するための戦

略を策定するとともに、産業振



構築を図るための取組を推進す

る。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

乙及び国、県をはじめと

した関係機関等と連携して

、陸・海・空における広域

交通及び物流に関する状況

等を把握し、現状分析を行

うとともに、要望活動等を

通し、港の整備促進や物流

体制の構築に向けた取組を

推進する。

(ｂ) 乙の役割

関係機関等との調整及び

必要な情報を提供するなど

、甲と連携して取組を推進

する。

(ロ)～（ニ） （略）

(ホ) 外国人材の受入環境の整備

ａ 取組内容

外国人材に対する事業者の理

解促進を図るとともに、関係機

関と連携しながら、外国人材の

受入推進に向けた取組や就労環

境の整備を推進する。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

教育機関などの関係機関

と連携しながら、留学生を

含めた外国人材を受け入れ

る取組の充実や働きやすい

環境づくりを推進する。

(ｂ) 乙の役割

甲及び関係機関と連携し

て、外国人が社会参加でき

るように情報発信を行う。

(２) 高次の都市機能の集積・強化

興に向けた取組を推進する。

ｂ （略）

(ａ) （略）

交通及び物流に関する戦

略を策定し、物流拠点の形

成等に向けて、関係団体等

と具体的な取組を協議し、

産業振興に向けた取組の検

討を行う。

(ｂ) （略）

関係団体等との調整及び

事業者への情報提供等、甲

と連携して取組を進める。

(ロ)～（ニ） （略）

(２) （略）



イ 高度な医療サービスの提供

(イ) 質の高い医療サービスの提供

ａ （略）

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割 （略）

(ｂ) 乙の役割

甲及び医療機関と連携し

て、持続可能な救急医療等

の医療提供体制の確保に努

める。

(ロ) 地域災害拠点病院の運営支

援

ａ 取組内容

地域災害拠点病院である宮崎

市郡医師会病院が、南海トラフ

地震等の大規模災害の発生時に

おいて、拠点的医療機能を安定

的に発揮できるように、その運

営を支援する。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

宮崎市郡医師会病院が、

地域の救急医療の中核を

担う医療機関として、また

、災害時における救急患者

の受入れ及び被災地の医

療機関の支援を行う地域

災害拠点病院として、その

機能を安定的に発揮できる

ように、「生目の杜医療防

災拠点」を適切に維持する

とともに、宮崎市郡医師会

病院の運営を支援する。

(ｂ) 乙の役割

甲及び医療機関と連携し

て、持続可能な地域災害拠

点病院の医療提供体制の

確保に努める。

イ （略）

(イ) 高度な医療サービスの提供

ａ （略）

ｂ （略）

(ロ) 地域災害拠点病院の整備

ａ （略）

地域災害拠点病院である宮崎

市郡医師会病院が、南海トラフ

地震等の大規模災害の発生時に

おいて、その機能が発揮できる

ように、災害の影響を受けにく

い地域への移転を支援する。

ｂ （略）

宮崎市郡医師会病院が、地域

の救急医療の中核を担う医療機

関として、また、災害時におけ

る救急患者の受入れ及び被災地

の医療機関の支援を適切に行う

ことができるように、高速道路

網等の交通結節点とのアクセス

を確保する等、宮崎西インター

チェンジ周辺への移転を支援す

る。



ロ 高度な中心拠点の整備・広域的公

共交通網の構築

(イ) 都市機能の集約化

ａ （略）

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

都心部の拠点性を高める

ために、関係機関と連携し

て、居住、商業・業務、医

療・福祉などの高次・多様

な都市機能の集約を図る。

また、公共施設の総量の最

適化及び再配置等に取り組

むとともに、公共施設の相

互利用に関する情報共有等

、乙との連携に努める。

(ｂ) 乙の役割

公共施設の相互利用に関

する情報共有等、甲との連

携に努める。

(ロ) 広域公共交通網の構築

ａ 取組内容

広域公共交通機関の利用状

況等を把握し、広域的な移動手

段の確保や交通拠点の維持・充

実を図るための取組を推進する

。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割

乙及び国、県をはじめと

した関係機関等と連携して

、広域公共交通機関の利用

状況等を把握し、現状分析

を行うとともに、広域的な

移動手段の維持・充実や広

域交通拠点のにぎわい創出

を図るための取組を推進す

ロ （略）

(イ) （略）

ａ （略）

ｂ （略）

(ａ) （略）

都心部の拠点性を高める

ために、関係機関と連携し

て、高次商業・業務、居住

、文化･情報、交流等の様

々な機能の集積を図る。ま

た、公共施設の総量の最適

化及び再配置等に取り組む

とともに、公共公益施設の

相互利用に関する情報共有

等、乙との連携に努める。

(ｂ) （略）

公共公益施設の相互利用

に関する情報共有等、甲と

の連携に努める。

(ロ) （略）

ａ （略）

広域公共交通機関の利用状

況等を把握し、広域公共交通網

を構築するための計画の策定及

び交通結節機能の向上等につい

て、関係機関等と連携して検討

を進める。

ｂ （略）

(ａ) （略）

乙及び関係機関等と連

携して、広域公共交通機関

の利用状況等を把握し、現

状分析を行うとともに、広

域公共交通網を構築するた

めの計画の策定及び交通結

節機能を向上させる取組等

について検討を行う。



る。

(ｂ) 乙の役割

関係団体等との調整及び

必要な情報の提供など、甲

と連携して取組を推進する。

ハ 高等教育・研究開発の環境整備

(イ) （略）

(ロ) 高等教育機関における専門性

の向上等

ａ 取組内容

高等教育機関における専門性

の向上を図るとともに、地域課

題や行政課題の解決に資する調

査・研究を促進する。

ｂ 役割分担

(ａ) 甲の役割 （略）

(ｂ) 乙の役割

甲及び大学等と連携し、

圏域の発展に寄与する専門

性の向上並びに地域及び行

政のニーズに合った調査研

究を行う高等教育機関を支

援する。

(３) 圏域全体の生活関連機能サービス

の向上

イ 生活機能の強化に係る政策分野

(イ) 地域医療

ａ （略）

ｂ 宮崎市夜間急病センターの運

営

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

宮崎市郡医師会と連携

及び協力し、夜間急病セン

ターの運営及び施設管理を

行い、初期救急医療体制の

(ｂ) （略）

甲及び関係機関等と連携

して、広域公共交通網を構

築するための計画の策定に

向けた検討を行う。

ハ （略）

(イ) （略）

(ロ) （略）

ａ （略）

高等教育機関における専門性

の向上を図るとともに、地域及

び行政のニーズに合った調査研

究を促進する。

ｂ （略）

(３) （略）

イ （略）

(イ) （略）

ａ （略）

ｂ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

宮崎市郡医師会と連携

及び協力し、施設の運営及

び管理を行い、初期救急医

療体制の充実に努める。



充実に努める。

ⅱ （略）

ｃ 在宅当番医制事業の運営

(ａ) 取組内容

休日等の昼間における初

期救急患者の医療を確保す

るため、宮崎市郡医師会に

委託し、在宅当番医制を実

施する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

宮崎市郡医師会と連携

及び協力し、在宅当番医制

事業の実施に係る事務を行

い、初期救急医療体制の充

実に努める。

ⅱ （略）

ｄ 健康診査の充実

(ａ) 取組内容

特定健診及びがん検診等

の健康診査について、健康

の保持増進及び健康寿命の

延伸を図るため、受診率の

向上に向けた勧奨及び啓発

活動を行うとともに、健康

診査の共同実施及び内容の

充実に向けた調整を行う。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の住民に対し、健康診

査の受診率向上に向けた普

及啓発活動を行うとともに

、乙と連携し、健康診査の

共同実施及び内容の充実に

向けた調整を行う。

ⅱ 乙の役割

乙の住民に対し、健康診

ⅱ （略）

ｃ （略）

(ａ) （略）

休日等の昼間における初

期救急患者の医療を確保す

るため、宮崎市郡医師会に

委託し、在宅当番医制を運

営する。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

宮崎市郡医師会と連携

及び協力し、在宅当番医制

事業の運営に係る事務を行

い、初期救急医療体制の充

実に努める。

ⅱ （略）

ｄ （略）

(ａ) （略）

特定健診及びがん検診等

の健康診査について、健康

の保持増進及び健康寿命の

延伸を図るため、受診率の

向上に向けた勧奨及び啓発

活動を行うとともに、健康

診査の共同実施及び内容の

充実に向けた調査研究を行

う。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の住民に対し、健康診

査の受診率向上に向けた普

及啓発活動を行うとともに

、乙と連携し、健康診査の

共同実施及び内容の充実に

向けた調査研究を行う。

ⅱ （略）

乙の住民に対し、健康診



査の受診率向上に向けた普

及啓発活動を行うとともに

、甲と連携し、健康診査の

共同実施及び内容の充実に

向けた調整を行う。

(ロ) 介護及び障がい福祉

ａ 介護認定審査会の運営

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ （略）

ⅱ 乙の役割

甲と協議の上、運営に必

要な費用等について、受益

に応じて負担する。

ｂ 地域包括ケアシステムの構築

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の地域包括ケアシステ

ムの構築を図るため、各種

施策を実施するとともに、

甲の住民に対して制度の周

知及び啓発を行う。

ⅱ 乙の役割

乙の地域包括ケアシステ

ムの構築を図るため、各種

施策を実施するとともに、

乙の住民に対して制度の周

知及び啓発を行う。

ｃ～ｆ （略）

ｇ 宮崎歯科福祉センターの運営

(ａ) 取組内容

査の受診率向上に向けた普

及啓発活動を行うとともに

、甲と連携し、健康診査の

共同実施及び内容の充実に

向けた調査研究を行う。

(ロ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

ⅱ （略）

甲と協議の上、運営に必

要な費用について、受益に

応じて負担する。

ｂ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の地域包括ケアシステ

ムの構築を図るため、各種

施策を実施するとともに、

甲の住民に対して制度の周

知及び啓発を行う。また、

市町界に係る地区について

は、乙と連携したシステム

の構築を図る。

ⅱ （略）

乙の地域包括ケアシステ

ムの構築を図るため、各種

施策を実施するとともに、

乙の住民に対して制度の周

知及び啓発を行う。また、

市町界に係る地区について

は、甲と連携したシステム

の構築を図る。

ｃ～ｆ （略）

ｇ （略）

(ａ) （略）



障がい児等の歯科医療及

び口腔保健の充実を図るた

め、宮崎市郡歯科医師会が

設置する宮崎歯科福祉セン

ターの運営を支援する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

宮崎歯科福祉センターが

、一般の歯科診療所では対

応が困難な障がい児等に対

し、専門的な歯科医療や口

腔ケアを安定的に提供でき

るよう、同センターが立地

する「生目の杜医療防災拠

点」を適切に維持するとと

もに、設置者である宮崎市

郡歯科医師会の運営を支援

する。

ⅱ 乙の役割

住民への周知及び情報提

供を行う等、甲及び関係機

関等と連携して取組を進め

る。

(ハ) 子育て支援

ａ 多様な保育サービスの提供

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の住民に対し、保育サ

ービスの質の向上に努める

とともに、多様な保育サー

ビスを提供する事業者を支

援する。

ⅱ 乙の役割

乙の住民に対し、保育サ

ービスの質の向上に努める

とともに、多様な保育サー

障がい児等の歯科医療体

制の充実を図るため、宮崎

市郡歯科医師会の設置する

宮崎歯科福祉センターの運

営を支援する。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

宮崎市郡歯科医師会に

対し、宮崎歯科福祉センタ

ーの建設資金の利子を補助

する。

ⅱ （略）

宮崎歯科福祉センターの

建設資金の利子の一部を負

担する。

(ハ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の住民に対し、保育サ

ービスの充実を図るため、

保育施設の定員の増加等、

量の確保を図るとともに、

多様な保育サービスを提供

する事業者を支援する。

ⅱ （略）

乙の住民に対し、保育サ

ービスの充実を図るため、

保育施設の定員の増加等、



ビスを提供する事業者を支

援する。

ｂ 子どもの医療サービスの充実

(ａ) 取組内容

安心して子育てのできる

環境を整備するため、子ど

もの医療サービスの充実を

図る。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の住民に対し、子ども

の医療サービスの充実を図

るための各種事業を実施す

るとともに、甲の取組につ

いて、乙に情報提供を行う。

ⅱ 乙の役割

乙の住民に対し、子ども

の医療サービスの充実を図

るための各種事業を実施す

るとともに、乙の取組につ

いて、甲に情報提供を行う。

ｃ 放課後児童対策の充実

(ａ) 取組内容

児童の安全及び安心な放

課後等の居場所を確保する

とともに、多様な体験活動

を行うことができるように、

児童クラブ、放課後子ども

教室及び児童館等の適切な

運営を図る。

(ｂ) 役割分担

ⅰ （略）

ⅱ 乙の役割

乙の児童クラブ及び児童

館等を円滑に運営するとと

もに、施設の環境整備に努

める。

量の確保を図るとともに、

多様な保育サービスを提供

する事業者を支援する。

ｂ 乳幼児医療サービスの充実

(ａ) （略）

安心して子育てのできる

環境を整備するため、乳幼

児に対する医療サービスの

充実を図る。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の住民に対し、乳幼児

医療サービスの充実を図る

ための各種事業を実施する

とともに、甲の取組につい

て、乙に情報提供を行う。

ⅱ （略）

乙の住民に対し、乳幼児

医療サービスの充実を図る

ための各種事業を実施する

とともに、乙の取組につい

て、甲に情報提供を行う。

ｃ （略）

(ａ) （略）

児童の安全及び安心な放

課後等の居場所を確保する

とともに、多様な体験活動

が行うことができるように、

児童クラブ、放課後子ども

教室及び児童館等の適切な

運営を図る。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

ⅱ （略）

乙の児童クラブ、放課後

子ども教室及び児童館等を

円滑に運営するとともに、

児童クラブの定員の増加及



ｄ （略）

(ニ) 教育及び伝統文化

ａ いじめ防止対策の推進

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の児童生徒に対し、豊

かな心を育てる指導を行う

とともに、教職員に対し、

いじめ問題に対応できる資

質を養うための研修等の内

容を、乙に提供する。また、

不登校になった児童生徒に

対して、教育支援教室等を

運営し、学習指導及び体験

活動を行い、学校への早期

復帰を図る。

ⅱ （略）

ｂ 学校教育におけるＩＣＴ機器

の活用

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

小中学校において配備さ

れているタブレット端末等

のＩＣＴ機器を十分に活用

する。

ⅱ 乙の役割

小中学校において配備さ

れているタブレット端末等

び施設改修等の環境整備に

努める。

ｄ （略）

(ニ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の児童生徒に対し、豊

かな心を育てる指導を行う

とともに、教職員に対し、

いじめ問題に対応できる資

質を養うための研修等の内

容を、乙に提供する。また、

不登校になった児童生徒に

対して、適応指導教室等を

運営し、学習指導及び体験

活動を行い、学校への早期

復帰を図る。

ⅱ （略）

ｂ 学校教育におけるタブレット

端末等の導入

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

小中学校において配備さ

れているＩＣＴ機器を十分

に活用するとともに、タブ

レット端末等の新たなＩＣ

Ｔ機器の導入についての調

査及び研究を行う。また、

乙に対し、ＩＣＴ機器の活

用実績及びタブレット端末

等の導入等に関する研究結

果等の情報提供を行う。

ⅱ （略）

小中学校において配備さ

れているＩＣＴ機器を十分



のＩＣＴ機器を十分に活用

する。

ｃ （略）

(ホ) 土地・建物の利活用の推進

ａ （略）

ｂ 土地・建物の利活用

(ａ) 取組内容

空き家や空き店舗の適正

管理、利活用を図るととも

に、エリアの価値を高める

土地利用を促進する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

空き家や空き店舗の利活

用を推進するとともに、地

域資源や地区の特色に応じ

た土地利用を推進する。

ⅱ 乙の役割

空き家や空き店舗の利活

用を推進するとともに、地

域資源や地区の特色に応じ

た土地利用を推進する。

(ヘ) 地域振興

ａ・ｂ （略）

ｃ 農業法人の経営支援

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の農業法人等で組織さ

れた団体の活動に係る経費

の一部を支援するとともに、

乙と連携して農業法人及び

農業法人を志向する農家に

関する情報の共有を図る。

に活用する。また、タブレ

ット端末等の新たなＩＣＴ

機器の導入等についての調

査及び研究を行う。

ｃ （略）

(ホ) 土地利用

ａ （略）

(ヘ) （略）

ａ・ｂ （略）

ｃ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の農業法人に対し、経

営規模の拡大及び経営安定

のために行う農業施設の整

備及び機械等の設備投資に

係る経費について支援を行

うとともに、乙と連携して

農業法人及び農業法人を志

向する農家に関する情報の



ⅱ （略）

ｄ・ｅ （略）

ｆ 消費生活相談事業の推進

(ａ) （略）

(ｂ) 役割分担

ⅰ （略）

ⅱ 乙の役割

乙の住民に対し、消費者

への啓発及び情報提供に取

り組むとともに、相談内容

に応じて甲と協力して対応

する。また、宮崎市消費生

活センターの運営に必要な

費用の一部を負担する。

ｇ 多様性を認め合う社会づくり

の推進

(ａ) 取組内容

外国人住民が地域社会

に溶け込み、いきいきと暮

らせる環境づくりを進める

とともに、外国の文化や習

慣に対する理解促進を図る

。また、多様な性を尊重し、

意識啓発を行うほか、性的

少数者がどのような暮らし

にくさを抱えているのか理

解し、暮らしやすい環境づ

くりを推進する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

関係団体と連携し、外国

人が本市で暮らしたいと思

えるまちづくりを進めるほ

か、多文化共生社会の理解

促進に向けた取組を行う。

また、性について悩みや生

共有を図る。

ⅱ （略）

ｄ・ｅ （略）

ｆ （略）

(ａ) （略）

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

ⅱ （略）

消費者への啓発及び情報

提供に取り組むとともに、

相談内容に応じて甲と協力

して対応する。



きづらさを抱える人々への

相談支援の充実や、多様な

性についての社会的理解を

促進する。

ⅱ 乙の役割

甲及び関係機関等と連

携して、住民への周知及び

情報提供を行う等の取組を

進める。

(ト) （略）

(チ) 環境

ａ エコタウンの推進

(ａ) 取組内容

省エネルギーの推進及び

再生可能エネルギー利用の

促進を図るため、事業者及

び市民団体等の活動を支

援し、エコタウンの取組を

推進する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

甲の事業者及び市民団

体等における省エネルギー

の取組及び再生可能エネル

ギーの利用を促進するとと

もに、乙と連携し、住民に

対する啓発活動等を行う。

ⅱ 乙の役割

乙の事業者及び市民団

体等における省エネルギー

の取組及び再生可能エネル

ギーの利用を促進するとと

もに、甲と連携し、住民に

対する啓発活動等を行う。

ｂ・ｃ （略）

(ト) （略）

(チ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

省エネルギーの推進及び

クリーンエネルギー利用の

促進を図るため、事業者及

び市民団体等の活動を支援

し、エコタウンの取組を推

進する。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

甲の事業者及び市民団

体等における省エネルギー

の取組及びクリーンエネル

ギーの利用を促進するとと

もに、家庭における太陽光

発電システム等の導入を支

援する。

ⅱ （略）

乙の事業者及び市民団

体等における省エネルギー

の取組及びクリーンエネル

ギーの利用を促進するとと

もに、家庭における太陽光

発電システム等の導入を支

援する。

ｂ・ｃ （略）



(リ) （略）

ロ 結びつきやネットワークの強化に

係る政策分野

(イ) 地域公共交通

ａ 地域公共交通の充実

(ａ) 取組内容

住民の移動手段の確保や

積極的に公共交通を利用す

ることができる環境の構築

により、持続可能な公共交

通ネットワークの構築を図

る。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

持続可能な公共交通ネッ

トワークの整備や地域の実

情に応じた移動手段の確保

、住民が積極的に公共交通

を利用することができる環

境の構築など、地域公共交

通の利用促進に取り組む。

ⅱ 乙の役割

住民の移動手段の確保を

図るため、甲及び関係機関

と連携して、持続可能な公

共交通ネットワークの整備

及び地域公共交通の利用促

進に取り組む。

(ロ) （略）

(ハ) 農林水産物の地産地消

ａ 農林水産物の地産地消の推進

(ａ) 取組内容

農林水産物の地産地消

を推進する普及啓発活動に

(リ) （略）

ロ （略）

(イ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

地域公共交通のネットワ

ークの強化を図り、住民の

通勤、通学、通院、買い物

等の利便性を向上させ、地

域における交流の活性化及

び公共交通の利用促進を図

る。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

住民の利便性向上及び

交流の活性化を図るため、

乙及び関係機関と連携して

、バス路線等の運行維持対

策及び生活交通の確保対策

等に取り組む。

ⅱ （略）

住民の利便性向上及び

交流の活性化を図るため、

甲及び関係機関と連携して

、バス路線等の運行維持対

策及び生活交通の確保対策

等に取り組む。

(ロ) （略）

(ハ) 農林水産物の地産地消及び地

産外商

ａ 農林水産物のブランド化並び

に地産地消及び地産外商の推進

(ａ) （略）

農林水産物の更なるブラ

ンド化を図るため、ＰＲ活



取り組む。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

乙及び関係団体等と連

携し、農林水産物の更なる

地産地消を推進するための

普及啓発活動を行う。

ⅱ 乙の役割

甲及び関係団体等と連

携し、農林水産物の更なる

地産地消を推進するための

普及啓発活動を行う。

(ニ) 地域内外の住民との交流・移

住促進

ａ 移住及び定住の促進

(ａ) 取組内容

人口流入を促進するため

、地域の魅力及び情報を発

信するとともに、受入態勢

及び環境の充実に向けた取

組を推進する。

(ｂ) 役割分担

ⅰ 甲の役割

地域の魅力の向上を図る

とともに、乙と連携して情

報を発信し、受入態勢及び

環境の充実に向けた取組を

推進する。

動及び販売促進活動並びに

地産地消及び地産外商を推

進する普及啓発活動に取り

組む。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

乙及び関係団体等と連

携し、農林水産物の更なる

ブランド化に向けたＰＲ活

動及び販売促進活動並びに

地産地消及び地産外商を推

進するための普及啓発活動

を行う。

ⅱ （略）

甲及び関係団体等と連

携し、農林水産物の更なる

ブランド化に向けたＰＲ活

動及び販売促進活動並びに

地産地消及び地産外商を推

進するための普及啓発活動

を行う。

(ニ) （略）

ａ （略）

(ａ) （略）

人口流入を促進するため

、地域の魅力及び情報を発

信するとともに、受入態勢

及び環境の充実に向けた取

組を検討する。

(ｂ) （略）

ⅰ （略）

地域の魅力の向上を図る

とともに、乙と連携して情

報を発信し、受入態勢及び

環境の充実に向けた取組を

検討する。




